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　　　　　　　　　　　　第六章　寄　宿　舎　制　度　（労務管理の三）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　序　　　　　説

　寄宿舎制度は日本資本主義の一特質をなす．これは，既にこれまで，多くめ人々によって広く説

かれてきたところであり，われわれもまた，この観点に立っていることはいうまでもない．また，

本章を設けた所以でもある．

　さて，日本資本主義の発展過程において，寄宿舎制が賃労働力の確保と不可分の関係において発

達したことは周知の事実であるが，原蓄過程＝明治前期に目を向け，今これを寄宿舎制度の中心を

なした紡績業についてみれば，例えば

　　　「工場は偏僻の地に在りしが為め，男女工とも殆んど全部宿泊し，通勤する者はなかった．女工の寄宿

　　　舎は邸宅北部の楼上三間，三十畳蚊位の処で，其下は炊事場及食堂となってゐた.（1）」

　との「本邦綿糸紡績史」の筆者の記述に示される如く，工場規模の拡大に伴って，所要の賃労働

力を通勤可能の節囲内において確保することが次第に困難となり，遠隔地の窮民が加わるにつれ

て,.寄宿舎制度は紡績資本にとって自己の存立基盤として自覚され始めたのである．

　殊に20年以降の「職工争奪」の激化は，工場経営者をして賃労働〔力〕を自己の所有として自己

の手中に確保しておくことを，一層必要ならしめたのであった．ここにおいて，結論めいたことを

急ぐようであるが，寄宿舎制度を必要とする最大の理由を問えば，それは.論者をしていわしめれ

ば，「寄宿舎に入れておかねば熟練職工が他へ奪ひ去られることである．寄宿舎は女工争奪を防ぐ

城砦であったといっても過言ではあるまい(2)」とせられることにあるのである．かくて，何れに

せよ，それは資本の賃労働〔力〕確保のための手段，つまり賃労働〔力〕の拘置制に外ならなかっ

たことは，これを否定しえないのである．

　然しながら，原蓄過程＝明治前期と産業資本確立過程＝明治後期との間において，寄宿舎制度の

存在性格は必ずしも同断に附しうるものではなく，「日本賃労働史論」の著者が

　　　　「明治前期の女子労働者が窮迫農民及び都市窮民の子女の中から形成され，しかも紡績業においては大

　　　工場制が，製糸業においてはマニュファクチュア地帯が成立して，多量の賃労働を必要とするに至ると，

　　　ここに……寄宿舎制度か成立をみるに至った．それは日本における資本と賃労働との必然的な産物であっ

　　　たか，明治前期は混乱と動揺の中からこの必然性か自己を顕在化させる過渡期であった(3)」

と記述する如く，明治前期においては，概括的にいって，寄宿舎制度は未定着的であり，拘置制と

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（１）
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　しての寄宿制は未だ確立をみなかったのである．

　寄宿制が賃労働の基軸となるのは明治後期以降であり，この点において，紡績業と，それより早

期に寄宿制の確立をみた製糸業（4）との間に本質的に異なることはない．

　ところで，どうやら，右において，われわれは，いささか結論的な表現をなした感がなきにしも

あらずであるが，このあたりで前言を終り，次において，われわれの分析がとる時期である，産業

資本の確立過程の段階における，寄宿舎制の本質を検討することにしよう．そして，それを通して，

端初的工場生産関係における労働力管理の，更に他の側而での性格をさぐってみることにしょう．

蓋し，寄宿舎管理もまた，広義の労務管理の一環を構成するものであるからである.

　〔註〕

　（’り　昭和12年刊，絹川太一「本邦綿糸紡績史」第１巻302頁.

　（2）飯鵬幡司「日本紡績史」57頁.

　　　「紡辿の成立ならびに発達を誘導した最も重要なる目的は,熟練職工の養戊と職工争奪の防止とにあった．

　　これを襄返していへば，職工確保のことは当時の紡績にとって最大の重要間題だったのである.」（飯島，同

　　上書61頁）.

（3）隅谷三客男「日本賃労働史論」203頁.

（4）明治３年の前橋製糸場を先駆とし（例えば，明治４年の同製糸所「規定」を参照．「群馬県蚕糸業沿革調

　査書」55～6頁），明治５年官立の富岡製糸所において一応の確立をみた（同製糸所「繰糸伝習工女而入方

　心得赳:」の内容を参照せよ．また同所において「工女寄宿規則」が制定されていた．前者につき，上掲「沿

　革調査書」65頁，後者の「規則」につき，同書65～8頁参照）．

　　また，富岡を根範とした器械，製糸マニユはほぼ同一の形態をとり，例えば，明治７年創業の松代六工社

　の場合も（「平野村誌下」147～8頁参照），工女は「皆寄宿」（和田英子「富岡後記」11頁）であった．

　　　　　　　　　　　　　　　第一節　前　　　提　（予備観念）

　はじめに，一応前をふりかえってみる必要かおる．われわれは，本章に至るまでの分析を通して，

経営内部（労働過程）における労働条件が，職場での労働力拘束，即ち本来の憲味の労働強制とし

て現われたこと，また貯金制度なり，さては賃金支払期の長期化などか，同時に職場への拘束の手

段たる意味をもち，更にはまた，生産過程における労働者の工場規律違反行為に対する私的制裁と

しての過度の罰金，苛酷なる抹罰が，これまた労働強制の実態を形づくるものであることを，理解

してきた.･そして，初期の工場生産における，これらの形態における労働者の人身に対する拘束も，

またこれと結合する労働強制も，それらが，法的決定に基づく，労働者の人格の自|由を束縛し，自

由意思を拘束するものとして，市民法＝民法原理と明白,に対立し，矛盾する関係であることはいう

までもないが，私的関係（財産法の領域）としての工場生産関係において，かかる，自由意思によ

ってのみ労働に義務づけられるということを前提とする〔雇俯〕契約概念に明白に異質的な労働関

係＝支配関係が，支配的存在を示したということは，工場生産関係が強く身分的交配の形式に依存

し，よって以て資本制的搾取が短期に強行されたことを意味するものであることも，理解しえた．

　ところで，農奴制(Kolonensystem)的ないし奴隷制(Sklavensystem)的な恣意Willkur =強

制Zvvangが過度労働の資本側的支配の上に累加される事態は，われわれをして，工場生産におけ

る支配関係の端的な表現である労働強制が，労働者に対する身分的支配と労働力に対する物権的支

配との混合によって行われることを理解せしめるものであり，これ即ち，生産過程において，生産

要素（労働力の商品化）としてよりも，すぐれて前借金の担保価値として把握された労働力が，労

働時間内において，資本の自由なる濫用〔経営者の絶対的な権力〕の下に放置されていることによ

って，彼の人格的存在が自己を貫徹せしめえなかったとの評価をうけるべき事態なのである．端的

に一言にしていえば，労働時間内における資本制plus封建制の支配である．

　ところで，生産過程における，前近代的な強制と結びつく身分的支配ないしは物権的支配も，抽

象的には，労働時間終了後はそこに一応打ち切られる事態が認識されるとしなければならぬ．否．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（２）
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資本の側にとっていえば，たとい，かかる非合理的な過度労働であるにせよ，それを明日も可能な

らしめるがためには，そのことは抽象的と考えられるべきことではない筈である．蓋し，生産要素

たる「労働力」が，その実，人格的存在たる労働者によって担われており，その限りにおいて，資

本の「労働力」充用上には，肉体的にも社会的にも，越え難き制約が附されているという常識が存

するからである．つまり，明日の生産を志向する労働力の保全〔護〕への配慮が，労働時間外にお

いて，工場経営者的合目的的にも，要詰されなければならない筈である．また他面において，現実

的にも，前借金債務の履行をうけるべきためには，契約期間中の労働力保護は，前借金債権者＝経

営者にとって合目的的なことであり，同時に合理的なことであるとしなければならぬ．この単純素

朴な常識的自覚は，何れにしても，労働力の労働時間終了後における収容場所たる寄宿舎の管理の

中に当然生かさるべきであり，従って，本来生産要素としては人格的存在たる‘労働力の，再生産の’

場所たる寄宿舎は，そのようなものとしての福利施設たるべきものでなければならない.’

　然らば，現実の事態はどうであったであろうか．寄宿舎は果して,一一生産過程においては，身

分的な強制Zwangがその媒介契機をな.し，よって，半封建的な，労働力の人格的存在を無視する

如き労働条件を一方的に決定し，制裁を行うに値いしない些細なる“しくじり”や行為に対する苛

酷な体罰＝半封建的懲戒を実行するといった，労働力に対する近代的合理的配慮の著しき欠如性，

一つまり身分的支配-が，経営者の頭脳に濃厚に支配するところにおいてｰそれと呼ばれる

に値いする存在形態を示すものであろうか．あるいはまた，寄宿舎は，それは民法典か「各人ノ生

活ノ本拠ヲ以テ其住所トス」（第21条）という場合の法律上の住所に該当すると解釈されるもので

あるが，この住所たるにぶさわしき社会経済的価値を有するところのものであろうか．

　右のことを換言すればこうである．即ち，一日の労働関係が終了し，労働関係＝生産過程〔＝労

働過程〕から切り離されて，収容された，寄宿舎における労働力の管理が，労働関係＝生産過程

一労働時間内において樹立され支配的であった身分的結合の原理に，再び依存するのか，いいか

えれば，生産過程＝労働時間内における労働力支配の形式が，労働時間外＝寄宿舎内の労働力の管

理の形式と，どのように，あるいは，どの程度に結びつき，もしくはどのように関係するかか，検

討されねばならない．この検討に入るがための前提をおいたのか，上記の，本章以前の分析への回・

顧をなした蛇足的な記述の趣旨である．

　　　　　　　　　　　　　　　第二節　寄宿舎の物質的条件

　明治の官僚主義的社会政策学者関－でさえもは，その著書の中において，次の如き極めて注目す

べき記述をなしている’．・

　　　　「大企業の発達に伴ふ資本と労働との突衝は直接の関係者たる雇主の側に於いても其級和策若くは対抗

　　　策の必要を認むるに至りたるは当然なり．……冰乙訓Sの企業家又は実際家は近年不知不識の間に新状態に応

　　　ずべき施設に腐心し,……肩|三IE.の労働者幸福増進設備は本邦に於ける現実の一問題となれり．……

　　　　「然れども……此制度の実行の精神又は実施の成績を研究することなく,半ば往時の主従主義を追懐し．

　　　　　　　　　　　　　　　ゝｓゝゝゝゝゝゝゝゝゝゝゝゝゝｓゝゝゝゝゝ　　　半ば一切の恵与を以て社会上の利益となし，幸福増進設備なる美名に眩惑し，漫然此制度の利益を信ずる

　　　ものあり．……烈４ｔ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　ゝゝ●ゝゝゝゝゝｓｓゝｓゝゝゝゝゝｓｓゝｓゝゝゝゝｉゝｓ

　かくて，関氏はそのいわゆる「雇主幸福増進設備中，寄宿舎，貯金，賞与金制度の弊害（勺につ

き，われわれがこれまで駆々典拠となした明治政府調査「職工事情」により，その要菌に関する摘

記をなしているか，右の中，貯金，賞与制度が，その「芙名」に反して，その「真相」は幾多の弊

害を伴い，これらの制度が，その実態性格において,｀制度自体の形式とは濃厚に異質的な，別途の

作用を機能し，しかもそれが工場径営者の意図の中に存するものであり，従って，つまりは「美名

に眩惑」さるべきものにあらざることは，既にわれわれ自身も充分実証したところで･ある．そこで．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　０）
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ここでは，残された寄宿舎制度につき，われわれ自身において，その美名に眩惑されず，その「真

相」，即ち実態性格を冷静に探ってみようと思うわけである．

　　　　　　　　　　　　　　　一　寄宿舎の物質的諸条件

　一　寄宿舎の物質的諸条件の概観

　繊維工場一般として，その労働者の殆ど大多数を「寄宿舎」に入れるが（3），このことと関連して，

寄宿舎が宿舎たることを目的の一つにしていることは当然であるが，それが果して宿舎〔＝住所〕

たるの物質的諸条件（広狭・汚潔度・夜具の有無などなど）を具備しているか否かが，先ず問われ

なければならぬ．例により，政府調査「職工事情」の報告を資料として，その一端の「真相」をみ

れば，以下の如くである.

　（イ）近代的大工場制＝紡績工場にあっては

　　　　「寄宿舎ハ紡綴織エノ住居トシテ最モ広ク行ハレ……寄宿舎ハ大抵木造二階建ノ長屋ニシテー室ノ広サ

　　八十畳乃至二十畳ナルヲ通例トスルモ…‥近時漸ク小室二区画スルノ傾向ヲ生ジ（4）」

どの同「職工事情」の報告が示す如く，独立の寄宿舎を有するが，マニュ・生糸工場においては，

多くの場合，宿舎の第一条件たる，独立の建築物たることを欠如し，工場建物の一部を利用し，し

かもそれさえも宿舎たるには余りにも貧弱でありすぎるものであった.

　　　　「長野，岐阜等ノ地方ニテハ多数ノエ場二於イテ特二寄宿舎ヲ設ケタルモノナク，或ハエ場建物ノー部

　　分ヲ割キテ之二充テタルアリ，或ハ執業場ノニ階若シクハ事務室ノニ階ヲ以テシクルアリ，已甚シキハ倉

　　庫ノー隅ヲ仕切ッテ寄宿舎トナセルモアリ，或ハ物ほノニ階ヲ以テ寄宿舎トナシ其下ニハ石炭ヲ貯蔵セル

　　モノアリ，其設備ハ甚ダ不完全ナリト云フノ外ナシ.（5’）（「生糸職工事情」の報告）

　家内工業＝織物工場においては，なお一層粗悪な条件が，より一般的であった.

　　　　「寄宿舎ノ完全ナルモノ稀ニシテ其名寄宿舎ト云フト雖モ其実質ハ勿論体裁スラ備フルモノナシト云フ

　　モ敢テ過言二非ズ，多数ノエ場ニアリテハ特二寄宿舎ヲ設クルモノナク，或ハ住家ノー部分ヲ割キテ之二

　　充ツルモノアリ，或ハ昼間管巻，糸繰場二使用シ夜間是等器具ヲ収片付ケ寝所トスルモノアリ，或り工場

　　ノニ階ヲ用フルモノアリ，或ハエ場ノー部二薄縁ヲ敷牛寝所トナスモノアリ，或ハ物置ノー部ニシテ器械

　　器具ノ散乱セル場所ヲ寄宿室トナスモノアリ.（6）」（「織物職工事情」の報告）

　（ロ）宿舎内部の状況-その絶対的広さと寇具の配慮などをみるに．官庁の調査によるも次の

状態である．家内工業的織物工場の場合.

　　　　「大概一丑二就手工女一人ヲ容ルルモ往々二畳二付工女三人位二当ルコトナキニアラズ，床ハー般琉球

　　表ヲ敷ケルモ単二板間二薄縁ヲ敵ケル所アリ……11p入……箪笥……ノヽ稀有ニシテ多クノゝ･･････寝具其他工女

　　ノ所持品ヲー隅二積上ゲ居レリ………

　　　　「工女ノ寝具ハ各工場二於テ･…･概ネ二名二付牛一具（冬期ハ蒲団一枚夜具一枚）ヲ貸ス……而iモ其寝

　　具八年二回位工場主二於テ之ヲ洗熊スト云フト雖モ概ネ不潔ニシテ中ニハ縞柄ノ判然セザル如ク油浸シタ

　　ルモノアリ.（り）（「織物職工事情」の報告）

　生糸工場も概ね同様の状態.

　　　　「大概一畳二付牛工女二人二対シ夜具―組（上下各一枚）ヲ給ス，室二押入モナク棚モナク往々畳二代

　　フルニ廸ヲ以デジタル処モアリ,……地方二依ッテハ夏分蚊帳ヲ給セズ９（8）」（「生糸職工事情」の報告）．

　大工場卯ト紡績工場においてさえも

　　　　「一畳二付キ一人ノ割合ヲ普通トス，然レドモ紡績業ハ何レモ昼夜交代業ナルガ故二休日ノ外ハー人二

　　畳ヲ占ムルコトトナルナリ……寝具ハエ業主ノ貸与スル処ニシテー人二付四布蒲団各一枚又八二人二三枚

　　ニシテ冬期二八二人一組トナリ同会スルヲ常トス.（9）」（「綿糸紡績職工事情」の報告）

の状態にあった(10)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　≒

　（ハ）寄宿舎の構造〔＝施錠〕．

　注目すべきは，各室に「錠ヲ卸ス」こと，避難設備なぎは普通であり，そのために火災に際し女

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（４）
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工の無惨な焼死を惹起したが，これに対する経営者の社会的反省が欠如したこと，しふも徹底的に

不衛生であったことである．織物工場において.

　　　　｢室内ノ通風採光二関シテハ無論不完全ナリ，而モ掃除不行届ナルヲ以テ大抵一種ﾉ臭気ヲ存ス………

　　　　｢避難設備二至りテハ全ク絶無ノモノ多シ……非常ロノ設備ナク偶々非常ロトシテー隅二引戸ヲ設クル

　　　所アルモ平時ハ之ヲ閉鎖セリ……………

　　　　「尾張美濃地方二於ケルエ場中工女ノ風紀取締上終業後寄宿室ﾉ出入ロニ錠ヲ下スモノアリトハ屡々聞

　　　ク所ナリシガ，先年愛知県葉栗郡光明寺村某工場ヨリ失火シ女工三十余名焼死セシコトアリ，新聞紙上ニ．

　　　於テ該地方二於ケルエ場主ハ夜間寄宿舎ノ出入ロニ錠ヲ卸スガタメ逃路ナク遂二焼死セシメタリト記載セ

　　　　　　　　　　　　　　　　XX'*X'*>>'≫>'≫^>'*>'**'*^^^'**^^^^^^
　　　リ(11)」（「織物職工事情」の報告）゛

　この監禁的寄宿制による多数女工の焼死事件については，明治32年の第10回帝国議会において

　「工場取締及之に従事する労働者の保護に関する」一議長の質問中にも，前掲「職工事情」報告中

の新聞報導と同じく

　　　　「〔其時の景況は新聞に記載してあります如く,〕

　　　女工の出入を厳禁するために二階に宿泊せしめて其表より鉄の錠を下して置いたと云ふことである．出

　　　火の際に其の錠を外すことを致さぬので，無惨にも三十一名の工女を瞬く間に白骨に化せしめたのであ

　　　る(12)」

の事実が指摘されたのであって，この議会質問に:より該事件は当時において相当の社会的反響を生

ぜしめた如くである.　　　　　　　　　　　　　　　　　　1，　　　■

　生糸工場においても事態は同様であり，また同様の原因による焼失事件が報告されている.

　　　　「某地方ノ寄宿舎ニテハ各完二引戸アリテ錠ヲ卸シ又廊下ノ出入ロニモ格子戸アリ与二錠ヲ卸ス様ニナ

　　　レリ，又寄宿室ニシテニ賠ナル場合ニハ梯子ノ上部二引戸アリテ同一ノ装置ヲナセルヲ見タリ，是レ盗賊

　　　ノ防禦及ビ風紀ノ取締二必要ナリト云フ，夫レ或ハ然ラン，近年工場，病院等失火ノ際，寄宿舎ﾀﾞヽ出ルニ

　　　路ナク多数ノ入ヲ焼死セシメダル事例アリ云j13）」（「生糸職工事情」の報告）　　　　　　　　　　　　フ

　（ニ）住居と不可分の食事の状況は如何．

　唯一つ「工女が日々快楽トスル食物」（註14同所）は正に囚徒食的な粗悪そのものというべく，織

物工場の場合，

　　　　「飯ハ米七麦三ノ如キハ上等ニシテ普通ハ米三分麦七分位ナリ,」副食物ハ味噌汁，沢庵及ビ菜大根等ノ

　，煮付トス.（14）」（「織物職工事情」の報告）

　　　　「此家ハ食事ナド米一合二麦九合ノ割合ニテ副食物ハ汁二漬物牛リニヂ誠二食ハレタルモノデハアリマ

　　　セッ，其上朝八五時頃カラ起サレ不景気ノ時分ニハ夜十二時頃迄モ仕事ヲサレＥ々（15）（「機織工女」の「職

　　　工事情」調査員に対する談）

　近代的大工場制＝紡績工場はやや良好の如くであるが，それにしても，次の如き状況にあった.

　　　　「米質下等ニシテ且ッ炊牛方ノ粗雑ナルタメー種ノ臭気アリ，ロニ適セザルモノ多キガ如シ，此点モ亦

　　　職エガ寄宿舎ヲ厭フノー因ナリト云フ(16)」（「綿糸紡績職工事情」の報告）

　元紡績女工の同上政府調査員に対する談によるも.

　　　　「此へ来ル時ハ食物八日本ノ白米ヲ喰ハセル筈ナルニ実際南京米ノ下等ナルモノト（下等ト来タラ臭ク

　　　ッテ私ニハ喰ヘマセン）ノミヲ用ヒタレバ違約ナリトシ以来ハ契約通りノ白米ヲ喰ハシ菜モ相当ノモノヲ

　　　与へ呉レト迫リタリ，……此談判ノ為二私等九州者ハ喰物丈ハヨクナリシモ会社殊二直接私等ノ上二立ツ

　　　テ監督スル者ハ非常二私等ヲ憎ミ，何カニツケテ，ツラク当り殆ンド堪へ難牛モノアリ，以来賃銭ハ少シ

　　　モ上ラズ，困リマシク（かくてついに彼等は「逃走」を敢行したのであった一宇田.（17）」

　右の女工談が示す如く，食物の粗悪を改善することを要求（自由意思の表示）したことにより，

苛責と労働条件の差別待遇が行われる如き，経済外的なニ方的支配の下において，例えば，既出の

　「体ノ善イ時分丈ハコキ使バレル丈使ヒチラシ云々」と語った，家内工業的織物工場女工の同工場

政府調査員に対する談によれば次の如くである．

（５）



６
　　　　　　　　　高知大学学術研究報告　　第12巻　　人文科学　　第１号

　｢私労病気デ頭ノ腫物八五年越持チ続牛其上三四ヶ月前カラ病気デ御飯モ咽ヲ通ラズ，ソレモ味シイモ

ノナレバ或ハー碗二碗位ハ喰ベルノデアリマセウガ，何分麦沢山二申訳バカリノ副食物故普通ノ健康デモ

イヤイヤナルニ況シテ病ノ身デ兎テモ咽喉ヲ無難二通過スルコトハ思ヒモヨリマセン，夫故毎日オ湯バカ

リガブガブ呑ンデヰマシタラ，手足ハ線香ノ様二細り骸骨ヨリモ甚グシクナッタモノデスカラ貴様ノヤウ
ナ｢キタナラシー｣阿魔ハ早ク何処ヘナリト出テ行ケガシニ扱ヒマシク(18)｣

ゝ　ゝゝＳゝゝＳ　ゝゝゝゝゝゝゝゝゝゝＳゝゝゝゝゝゝゝゝゝゝゝゝ

ゝ Ｓ ゝ ゝ Ｓ

　更に注目すべきは，かくの如き奴隷待遇的にして動物飼料的な粗食を支給するばかりではなく，

これに対する独立の食堂の設備も存することはない点である．例えば，生糸工場の場合の如きは

　　　　「食堂ハ板ﾉ間二卓子腰掛ヲ排列シ其上二食器ヲ載セタル処アリ，或ハ板ノ間二蓮ヲ敷牛長机ノ如キモ

　　　ノヲ備へ，工女ハ其側二坐シテ食スル処アリ.（19゛）（「生糸職工事悄」の報告）

　二　概括的分析

　以上の明治政府当局の調査報告によって示された具体的事態によって明らかな如く，例えば相生

・足利地方の女工をして『お鉢引き寄せ割飯眺め,米はないかと眼に涙(20)」とうたわしめた程にし

て，「『米の飯』の一言は如何にかれ等の耳に快く間ゆるか」の「情を酌んで意を同うする者は，監

獄の囚人と禅堂に業を修する居士の外あらざるべしと言へるものおり，或は然らんか(21)」と「日

本之下層社会」の著者をして記述せしめるに至った対囚徒的粗食と,極度に狭阻・不衛生的にして，

且つ監禁的構造が，13時間以上18時間，時には20時間以上もの無規律的過度労働を一方的に実施せ

しめる身体を維持する物質的条件であるとすれば，寄宿舎は，正に，その美名を裏切り，その実態

は，物質的条件に関する限りにおいても既に，政府調査員をしてさえも生命の「健全得テ望ムベカ

ラズ(22)」と報告せしめ，また「日本之下層社会」の著者をしても「豚小屋に類して醜隔見るべから

ず(23)」と表現せしめた程の形態の下に，宿舎たるに値いしないものであることは，喋々を要しな

いところであろう．

　かくては，労働者は，独り労働時間内＝生産過程においてのみならず，労働時間終了後＝労働力

再生産過程においてさえも，工場生産構造の中に組み入れられた，生産要素たる「労働力」の提供

者として，自己の人間的＝人格的存在形態を殆ど現わしめえず，寄宿舎生活＝労働力再生産過程に

おけるその存在形態は，生産過程＝労働過程の中におけるそれとは，その存立基盤において，基本

的には決して無縁なものではなく，―つの工場生産機構に内在する体系的なる身分的支配一隷属

関係の下におかれたものとしての，労働力の存在形態の他の側而こそが，寄宿舎内における労働力

のそれである．労働者の寄宿舎生活は，それ自体としても，上述の如き対奴隷的囚徒的に虐待的な

一刑罰準備的な一物質的諸条件の下において，いわば，労働時間内における，いわゆる「白い

奴隷」としての苦役の延長的側面を表現するものというも過言ではないのである．かかる意味にお

いて，近代法秩序の下に，商品化された労働力の担当者がまさに人格者であるという，生産要素＝

労働力の人格的存在の尊厳さに対する冒漕が，再びそこに，いわば一種の懲戒的性格をおびて恣意

的に行われていることを知りうる．

　これを換言すれば，要するに，寄宿舎がもつこれらの前近代的な，資本制以前的な悪条件の支配

的存在は，労働者の「人たる」に値いする，明日への生存の条件を維持すべきことに対する「配慮」

を経営者が欠如していることを再び意味するものとして，労働時間中＝労働関係において認識され

たと同様に，身分的支配が，同時に絶対的支配の要素を内在せしめつつ，寄宿舎労働力の管理の中

にも自己を貫徹していることを，容易に理解せしめるに足るものである．別言すれば，後述の「扶

助」の本質的性格をも併せて考慮するならば，初期の近代的生産関係における個別資本の社会政策

の封建的性格を，寄宿舎対策の中に先ず以て見出しうるのである．

（６）



日本資本主義における従図労働関係の法的構造（4）（宇田）
７

　　　　　　　　　　　　　　　　第三節　寄宿舎の管丿里

　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　概　　　説

　寄宿舎の内部の構造，施設にして上述の如くであるとすれば，それが翌日の労働力の再生産に必

要な休息と，「織物職工事情」の報告文中の言葉を以てすれば，「工女等ヲシテ寄宿舎二帰レバ彼等

が自己ノ住家二帰来シタルガ如キ心持タラシメ彼等ヲシテ静養其宜シキヲ得セシムル（24）」如き，

家庭生活に代替すべき「住居」たることを主目的としないことだけは明白である．そして，かくの

如く，寄宿舎が宿舎たることを目的の一つとしながら，それが宿舎たるの物質的諸条件をある程度

も具備しない，あるいは，具備しえ,ないことは，それか有する他の一つの機能によって制約されて

いるからに外ならぬ．然らば，この，他の機能とは何か．それ即ち，労働者の「逃亡」防止＝労働

力留置の手段に外ならない．各室に外部から･「鎖錠」するの方法を設けたという，監禁的な上述の

構造上の特質は，その有力な物質的面における証左となるものであり，他面，それにもまして重大

な根拠をなすものは，寄宿舎管理の面において，経営者の恣意的willkiirlichな，しかも前近代的

な方法による，厳重苛酷な外出制限と，外出制限と同一の効果を企図する意味を有すると考えられ

ることにおいて，外出制限と結合するところの，通信に対する干渉制限が一方的に行われ，しかも

これらが一般的に行われた事態である．

　以下また，当時の資料に基づいて，これらの，労働者の自由に対する不当な拘束の具体的事態を

実証するであろう．

　　　　　　　　　　　　　　　二　外出匈|限―「逃亡」防止　田

　金と交換に買いとつた労働力なればこそ，その労働力の担当者たる労働者の行勣の自由を容認し
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　　　　「新マイモノハーケ月休マズニ働゛カネバ外出サセヌ平常ハ中々外出サセヌ．

　　　　私共八六七度頼ンデ昨日日曜日ニヤット出シテ頁フタ位ダ，尤モ其前私共ヲ世話シタ呉服屋サン処迄行

　　　ッタケレドモ其時ハ小使サンガ付イテ居夕．

　　　　工場ハー週間々々々ニハ休ムケレドモ其休日モ余程頼マナキヤ外出サセヌ．

　　　　新マイ許リデナク長ク務メテ居ル人モ休日ニハ頼マナ’ケレバ外出サセヌj27）」

　外出を許可する場合においても，経営者側の監視人を同行せしめるは他の工場においても同様で

あるが，これらの工場における外出制限は一層徹底した方法をとった．マニュ・生糸工場において

は，同「職工事情」の報告によれば

　　　　「工女ノ外出ハ頗ル不自由ニシテ諏訪地方ノ如牛ハ概シテ之ヲ許サズ，若シ事故アリテ之ヲ許ストキハ

　　　附添人ヲ附シテ監督セシム，工場二依ツテハ外出時間ヲタ食後一時間二限リ，一日ノ外出者ヲ五名二限レ

　　　ル処アリ，又浴場ノ設ナキエ場二於テハー定ノ時間入浴ノ為メエ女全数ノ外出ヲ許ス処アリ，又外出ヲ許

　　　ストキハ外出券ヲ交付スルハー般ノ事例ナリトス.り8）」

であり，家内工業＝織物工場においては，同「職工事情」調査員に対する桐生地方住民の談による

に

　　　　ト…此ノ休業日トテエ女ヲシテ勝手気倫二遊バシメルカト云フニ然ラズ，只仕事ヲナサシメザルノミ

　　　ニテ甚シキハ終日外出ヲ許サズ，外出ヲ許ストスルモ午前午後ノニ度トナシ町内ヲ廻ル位二止マレリ，夜

　　　ハー切外出ヲ許サズ(.29)」

である．前章「体罰」の項において引用した，刑事訴追にかかった虐待事件の発生工場である，か

の埼玉県コールテン工場においては，文字通り，囚徒拘禁的方法による外出禁止か強行された．即

ち，「職工事情」の附録日によれば

　　　　「工場ノ周囲ニハ堅牢ナル柵ヲ設ケ其間表門及木戸ノ設アルモ昼夜ノ別ナク常二之ヲ鎖シ少シモエ女ノ

　　　外出ヲ許サズ，又外部ヨ,リ工場ノ模様ヲ窺フコトヲ得ザラシメＥ々（8o）」

　であり，ここに至れば，正に工場機構自体が一種の拘禁所的存在形態において，自己を露出して

いるというべきである．

　　　　　　　　　　　　　三　通信の自由の拘束-「逃亡」防止（2）

　外出制限を行うのと同一の封建的な規範的意識の下に，外出制限と直結し，しかもこれと同一の

意図の下に行われるものとして，注目されるべきは，明法憲法典上保障される人権としての通信の

自由，即ち信書の不可侵権に対する不法な侵害か，無反省的にしかも恣意的に堂々と行われたこと

である．

　前出の元紡績女工と同「職工事情」調査員との問答要領によれば，近代的大工場組織をとる紡績

工場についてさえ，次の如き事態が示されている.

　　　　「手紙ハ読ンデ悪イ手紙ハ封切りテ渡サヌト皆ンナガ言フテオル,私ニハ手紙が来タカ来ヌカハ知ラン．

　　　此間名古屋カラ来テ居ルモノノ御父サンガ来テ御前二手紙ヲ二本出シタガ取ッタカト聞クラ取ラヌト云フ

　　　タ，其レカラ帳場二掛合ッタラ忘レテ居タト云フテ渡シタコトガアル．

　　　　読ンデ善イ手紙ハ必ラズ手渡シスルケレドモ悪ｲ手紙ハ渡サヌcsi)」

　　某「逃亡」紡績女工の同上調査員に対する談（既出）によるも，同様の事態が示されている.

　　　　「寄宿舎係りハ全体ヲ監督シー室毎二室長アリ……工女二来ル信書電報等ハー切之ヲ検閲シ差支ナキモ

　　　ノハ間違ヒテ封ヲ切リシト言訳シテ渡シ呉レルモエ女等ノ手紙ヲ被見シテ会社ノタメニナラザルモノハ全

　　’ク渡サザルカ又ハ斯々ノ手紙若クハ電報来リタリトテー部分ヲ話ス位ナリ，若シ帰郷セヨトノ手紙アルト

　　　キハ会社ノ借金サヘ払ヘバ何時デモ帰郷セヨトハ毎々言フ所ナリトノコトナリ(32)」

　マニュ・生糸工場においては，事態はより悪質なものがある．同「職工事情」の報告によるに，

諏訪地方において

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（８）
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　｢諏訪地方ノ如キハ発信受信トモー応帳場二於テ之ヲ受付ケ点検／上差支ナシト認メタルモノノミ之

ヲ取次ギ，其他八時宜二依ﾘ･本人二説諭ヲ加へ･或ハ閉業マデ預り置キ甚シキハ没収スルエ場モアリト云

フ(33)｣

　　　　　　　　　　　　　　　四　その他人身の自由の拘束

　法上保障された，近代社会における人間の自由の侵害行為は右につきるものではなく，労働者の

親族の不幸時における帰郷の拒否，｢鎖錠｣の施行による飲料水の摂取困難，就寝の自由の束縛な

どの諸事態が，また｢職工事情｣の附録口に記録されていることに想到するとき，寄宿舎の主目的

がおかれる点が何れにありやは，いよいよ明白となるであろう．

　近代的大工場制・紡績工場において，大阪地方における元紡績女工と既出政府調査員との問答に

よれば，親族の危篤状態に際する帰国さえをも許可せざる事例が示されている．事態は次の如くで

ある．

　　　問　｢オ前ハ今度ナゼ帰タノカ｣

　　　答　｢婆バガ病気デ帰レト云フテキ'ﾀ，電報ガキクラ役人二見セタラ，ウソダロート云フタ，又死ダト云

　　　　フ電報ガキク，役人二見セタラ死ダノニ帰テモ顔見ルコトモ出来ズ,悲イバカリジヤ，帰ルナト云フタ，

　　　　其内手･紙が来テ未ダ死ニハセヌガ病気ワルイ帰ラネ八警察へ頼ミ返シテ頁フト書イテアッタ，役人二見

　　　　セタラ電報ニハ死ダト云ヒ又生トルト云フ何ノコトカ分ラヌ;警察カラ来タラ自分カラ言訳スルカラ帰
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ゝゝｓゝゝｓゝゝゝゝゝゝゝｓゝゝゝゝ
　　　　ルナト云フタケレ'ドモ是非帰シテ呉レ，病気サヘ宜ケレバー週間デ帰ル，悪ルケレバー月二月延ビルカ

　　　　モ知レズガ兎二角一週間ﾄ云フコトデ帰ッタ(31)｣

　また，元紡績男工の既出政府調査員に対する談によれば，飲料水の摂取か，宿舎の出入口に対す

る施錠により不可能の状態におかれる事例さえも示されている.

　　　　｢夜中ハエ場ノ出入ロヲ外部ヨリ錠ヲ下ロシテ閉鎖シマスカラ暑中ナドハ午前二三時頃トモナリマスレ

　　　バエ場内ニアル飲料水ガナクナリテエ女ナドハ甚ダ難儀シマシテ始終出入ロノ戸ヲ叩イテ飲料水ヲ請求ス
　　　　　　　　　　ゝゝゝゝゝゝゝゝゝゝゝゝゝゝゝゝゝＳゝゝゝゝ●ゝＳゝゝゝゝＳゝゝ●ＳゝゝゝＳゝＳ
　　　ル者ガアリマス(36)｣

　マニュ・生糸工場においては，就寝の自,由さえも存在しない事例が，前橋地方に見出される．即

ち，同地方女工の｢職工事情｣調査具に対する談はこれを明らかにする.

　　　　｢夜ハ大概点燈後暫時ニテ終業致シマス，ケレ共直グ自分勝手･ニ寝ルコトハ親方が許シマセンカラ何モ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　●Ｓゝゝゝゝゝゝ●ゝ・ゝゝゝゝゝゝゝ　　　スルコトガナクッテモ午後ノ九時前後迄ハ起キテ居ナケレバナリマセヌ云々(36)｣

　　　　　　　　　　　　第四節　寄宿舎制度の本質的性格と法的構造

　一　以上，われわれは，寄宿舎が有する現実の物質的条件と，寄宿舎内労働力の管理の構造実態

につき，実証的に可成詳細な考察を試みた．かく観てくれば，何人も最早，「職工事情」調査具に

対する元紡績女工の談の言葉の如く，工場労働者＝人格主体＝自由が「全クノ脆ノ鳥卜同様;37」」

の状態に封鎖されている，という単純な表現を用いざるをえないことになるが，かくの如き囚徒拘

禁的あるいは奴隷＝牛馬的監禁形態一即ち虐待形態において，人身拘束が行われることは,･労働

者にとって，彼らの経済的関係の如何にかかわらず，法原理的に平等に保障される私生活自由の市

民的規範原理が妥当しない，いやむしろ否定されている事態が存在することである．これを強く表

現すれば，かくの如き事態を前にするときは，既述した，逃亡に対して行使される制裁＝体罰の事

態との統一にお･いて理解する場合，工場経営者は，恰も，封建領主Grundherrが，農奴身分的

諸規定の下に，労働力確保のために逃亡農奴に対して行使する，いやゆる「追求権」〔droit de

poursuite〕（備考参照）的なGewaltの担当者たる地位-そのように封建的な支配的地位-を

再出したかの如くである．

　何はともあれ，法上人格的存在たる労働力が人格ぐるみに，工場経営者の封建的な恣意Willkur

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（9）
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によって，寄宿舎に緊縛(Shollenbindung)される限り，そこには，商品化された労働力の担当者

が，農奴制(Kolonensystem)的あるいは奴隷制【Sk】avensystem)的な身分的規定性の条件か復

活された条件の極枯の下に束縛されている事態が，極めて明白且つ端的に表現されている．換言

すれば，かかる意味において，自由の欠如態が新たな本質を伴って構だわっており，人と人との

人格的なる結合関係一私的依存関係が前提とされていることに外ならない．労働者の隷属関係

　(Abhangigkeitsverhaltnis)が，所有関係の支配が，従ってまた資本制的生産技術構造の内面的

要求が立ち及ばないところの，それらにとっての外的関係においてまでも前提されていることは，

工場経営者が，生産手段所有者一労働者＝労働力商品所有者と対等な商品所有者-たるの性格

　・地位を越えて，身分的権威者としての自己を，経営内部の全領域において，樹立し，あらわにし

ていることを襄づけることの最も有力な証左である．信轡の検閲，外出の自由の拘束についても，

同様の規定が成り立つことは繰返えしいうまでもない．

　ところで，また着眼点をかえてみれば，労働者の信書を検閲・没収し，その親族の重病に際する

帰郷を拒否することの真の狙いが，労働者と工場生産の外界との述絡による，彼等の逃亡〔退職〕

の可能性を，経営者が危惧し，これを防止しようとするところにあることは明白であるが，これら

の反市民的規範行為は，同時に，一方において，「法律二足メタル場合」に限定的に国家機関にの

み容認される信書の検閲を，私人たる工場経営者が，労働者本人の自由憲思に問わず，一方的に行

うことにおいて，明らかに明治憲法典第26条（信書の不可侵権）が空文化していることをも，　ここ

においても注目すべきであろう．事態は，外出1の禁止行為の法的評価において同様である．即ち，

外出禁止行為についても，次の一事を注意しておくであろう．

　いうまでもなく，労働者は，労働契約上の労働力提供の義務を怠らない限り，その一切の自由を

奪われることはないのであり，従って，彼の自由憲思に基礎をおかないところの，即ち経営者の一

方的意思＝恣憲(Willkur)〔＝強制Gewalt〕による，社会との交通遮断，外出禁止の行為は,一

労働者の市民的自由を剥奪する行為としては，明治憲法上も人権侵害の法的評価をうくべきものと

考えられるー－その不法性と相依って，労働強制の契機を形成しつつ，〔明治〕刑法典第220条第１

項が規定する不法監禁罪を構成するものであり，この点はまた後の裁判所の判決においても承認さ

れたことでもある．本来労働力の再生産が行われるべき場所として，労働者の福利施設たるべき筈

の寄宿舎の管理構造の内面に，かくの如き刑法犯が構成されていること自体は，寄宿舎をして宿舎

と呼ばしめえないことを支える，基本的な要因でなければならない，

〔備考〕

　雇主か労働者の意思に反して外出を禁止した行為を監禁罪に問擬した判決は大正４年の大審院判決にお

いてみられる.

　　｢契約ニョリテエ業主ノクメ二一定ノ職務二服スル職工ノ如キハ其契約期間中ハ契約ノ趣旨二従ヒ労務

ヲ強要セラルヘキモ，右労務ノ遂行ヲ妨害セサル限り一切ノ自由ヲ奪ハルヘキニ非サルハ勿論，一定ノ時

限中不法二其居所ト外部トノ交迦ヲ遮断スルカ為メニ出入ロノ戸'ヲ外部ヨリ鎖箭ヲ施シ外出ヲ禁止シ因リ

テ職エノ自由ヲ奪フカ如キハ刑法第二百二十条第一項ノ不法監禁ヲ構成スト謂ハサルヘカラス｣

　　〔故ニ〕｢室内二相当ノ設備ヲ為シ職エノ健康保全及ヒ慰安娯楽ノ方法ヲ講シアリトスルモ萄モ契約ニ

因ルニ非スシテ職工ノ自由ヲ侵害スヘ牛方法ヲ以テ其出入ヲ禁止スルハ監禁罪ノ成立ヲ妨ケス(38)｣

　封建制下の農奴身分規定と領主の逃亡農奴に対する｢追求権｣については，拙稿｢所有権の歴史性Ｄ封

建制(1)｣，高知大学教育学部研究報告第10号42頁参照．

　二　第二節及び第三節において考察されたところを綜合するときは，要するに，寄宿舎が全体と

しても，その構造面からしても，全く本来の「幸福増進設備」＝福利施設としての内容を具備して

いないこと，そしてこのことが，労働力留ａ〔＝拘禁〕という，寄宿舎の他の機能により制約され

たことの結果であるこ･とは明白となる．この点，即ち寄宿制がその中に内在する労働力留置の機能

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（10）



日本資本主義における従属労働関係の法的構造(4) (宇田） 11

は，既出の明治の官僚主義的社会政策学者関一氏さえも既に着目したところである.

　　　　「本邦工場中,生糸,繊物工場等の如き女工を使用する工場に於ては，概して寄宿舎を設くるの状あり．

　　　而して,其目的は他地方より出稼の職工に住居を供するにあるは勿論なれども,其実は職工の逃走を防ぎ．

　　　工務上の支障を減少せんとするもの大多数を占め……是等の制度〔外出制限，通信の自由の拘束一宇田〕

　　　は年少の婦女の風紀を維持するに於て，幾分か必要ならんも，其主眼とする所は風紀の維持に非ずして女

　　　工の供給を豊ならしめんとするものたるは疑を容れず云４（39）」

　従って，また，その存在性格は石原修博士によって

　　　　「寄宿といふことはーつの拘禁制を含んでゐる，意思の束縛をつけやすいといふ事柄を含んで居る(,40-)J

とされる所以である．

　これによってみるに，何れにしても，寄宿舎は，その実態において，福利施設としての性格より

は，労働力の身分的＝絶対的権力的な拘禁のための施設としての性格を，より強力に内在するもの

であったのであり，特に現実的には，激甚なる「職工争奪戦」に対処する，労働者〔女工〕「逃亡」

防止のための手段として利用されたものであることを，理解しうる筈である．而して，このことの

半面は，その後において漸次に寄宿舎生活の自由の拘束が緩和されつつあったようではあるにして

も，なお依然として，一般的にはその物質的諸条件の改善の不完全な状態が持続した事実とも相依

って，前出関氏の言葉を以てすれば「業主が労働者保護の観念薄きの一証となすべき(41)」ことを

意味し，別の角度から表現すれば，労働者＝商品労働力所有者は，経営者的寄宿舎制の下において，

寄宿舎の内面＝労働時間外においても，再び，そのような法主体としての〔労働力としての〕,彼の

人格的芹在を〔殆ど〕貫徹せしめえないことを意味し，工場経営者の側に立っていえば，経営者は，

資本制的必然性が表現する，労働力〔＝労働者〕の，生産要素の担当者たるの地位においてよりも，

すぐれて身分的支配〔＝身売り契約〕の対象-あるいは前借金の担保価値-として把握する思

想が表明されていることを，意味するものである．しかもまた，かかる表現が成り立つとすれば，

かかる，寄宿舎の内面における労働力＝労働者の存在形態・性格は，契約において予定されたとこ

ろの〔任意〕退職自由の絶対的拘束に√まさに対応する事態とみるべきものに外ならないのである．

　かくて，寄宿舎糾度は，その美名に反し，それ自体，一種の労働力の拘置制であるといわねばな

らぬ．即ち，寄宿舎制度は，かの前借金制度や強制貯金制度と同様に，身分的＝権力的労働関係

-これが雇傭契約関係において予定されていたものであることを忘れるべきではないｰを強化

する有力な手段としての地位をあたえられる．換言すれば，このことは，生産過程＝労働時間中に

おける労働力の支配形態と，寄宿舎＝労働時間終了後における労働力の支配形態とは，相互に不可

分の関係において結合するものであり，前者の支配形態を身分的支配隷属性のものとして維持する

がためには，後者のそれも，前者に矛盾しない，これに対応するものであることが必要であったと

いわなければならないのである．

　ともあれ，寄宿舎は，宿舎としてではなく，何よりも先ず労働者の自由の不当なる拘束の場所

一一労働者の身柄の経営えの拘束の手段として機能したことは理解されえた．かくて,･「問題は依

然として，寄宿制度そのものであり，資本制以前の強制である．だがこれらの経済外的強制が強制

自体を自己目的とする無意味なるものでなくして，職工の足留め・能率増進という経済的要求に根

ゝゝ・　ゝ　ゝ　ゝゝ　ゝゝ　ゝ・　ゝ　ゝゝ　ゝ　ゝ　・　４　ゝ　ゝ　・　ゝ　　・　ゝゝ　ゝゝ　ゝ　　ゝ・　ゝゝ　４　ゝ　ゝ　４ｓ　ゝ　ゝ　●・　・

ざしているところに新たなる本質が見出される(42)」とされる所以である．

　三　（結び）　さて，寄宿舎制度に.内在的な，かくの如き経済外的強制(ausserokonomischer

Zwang),従って，その現象形態としての，寄宿舎の拘禁所的構造による外界との交通遮断，よっ

て以て労働者を「囚徒」ｲﾋ(■13)する監獄部屋たるの寄宿舎の存在形態は，他の面において何を意味

するものであるかについては，かの半封建的な工場罰＝体罰〔＝虐待〕の実施及びその現実形態を

も想いあわせて，若干の事柄を，本章を終るにあたって附言しておくことは，無意義ではなかろう

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(11)
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と考える．

　われわれは既に，労働過程を媒介する契機は，身分的要素が加重されたところの，〔資本制的〕

経済的に規定された強制Zwangであることを理解した．即ち，労働過程一労働関係における労

働者の工場経営者に対する従属関係は，決して単純に資本制経済的関係にあらず，多分に封建的要

素，換言すれば経済外的なものか混合する構造を有するものであった．だが，一旦，生産過程（労

働過程）＝労働時間の拘束から解放されたときは，労働者は，一般的通常の経営内秩序に服するの

外は，これらの法的決定に基づかない身分的な従属関係からも解放されて，法的決定に基づく人格

的自立＝「自由な」労働者“Freie Arbeiter”即ち権利主体Rechtssub」ektたるの地位を回復する

のでなければならない．

　然るに事実は，上来観察した如く，そしてまた体罰の項における「逃亡」に対する虐待〔制裁〕

にみる如く，逆であり，生産過程一労働関係における身分的な支配関係は，そのまま寄宿舎の管

理の中に延長され，持ち続けられて再出した．否，より積極的にいえば，その身分的な支配たるや，

封建的土地所有か規定する農奴制的支配をむしろ越えるものさえ露呈する．寄宿舎の拘置所的構

造，外界との原則的交通遮断，「逃亡」に対する虐待の実態は，そのことの最も有力な証左となす

に充分である．これらの虐待が，労働時間夕kにおいても，支配的存在を示す事態が，生産過程にお

ける労働強制を貫徹するための必然的な前提としての，工場内部への労働力の留置〔能率増進〕

を，意図したことの現象形態であるにしても，それらは同時に，工場労働生活の全体か，労働者に

とっては，復活された農奴制(Kolonensystem)あるいは奴隷制(Sklavensystem)の極桔を累加

するものとして現われることの基本的形態の一構成要素であるとすることは，決して過言ではある

まい．

　即ち，既述の如き寄宿舎の構造と，そこにおける市民的自由の絶体的な拘束において，あるいは

またこれらに加えて，工場懲罰＝体罰の実態において，労働者は最早，自由な法上の人格Person

たることをやめて，工場経営者の恣意Wil】kUｒの下に，強く表現すれば，全く，恰も，アリスト

テレスAristotelesの表現によれば「生ける道具」として存在し，ウェーバーM. Weberをして

いわしむれば「生産資本としての人間Menschenkapital''*'"」であり，あるいはまたエヴェリング

が「意思なき隷属者Willenlose Ｄｉｅｎｅｍ（45）」と呼び表現した奴隷＝“物”Sacheど人”との関

係が復活された関係と形容しうるもの一奴隷労働の場合，そのような規定性において，法的決定

に基づく物的強制に対応する直接的関係か支配する（註46を参照）-．即ち別言すれば，そめよう

な意味型相での一種の物権的支配が，契約〔価値法則〕を媒介として，工場生産機構（寄宿舎〔制

度〕は，この場合，その構成要素としての地位を占める）の下に，資本制的所有関係＝階級関係の

上に累加された，自己を見出す，といっても過言ではないのである．この点は特に，直接的に労働

強制の実態を形づくる場合の苛酷な体罰〔＝虐待〕の具体的形態（前章第二節第三款三の（2）「労

働強制」の項を参照）を併せて考慮する(･16)ならば，一語明らかなことであろう．

　要するに，今やまた寄宿舎制度の梗桔の下におかれることによって，労働者は幾重もの奴隷制的

拘束に従属したことになる．そして寄宿制度＝労働力の拘置制は，かの労働力「争奪」〔＝一種の

物権的支配〕に対応しつつ，両者は結合して産業革命時に確立したのである．

　〔註〕

(I)明治44.4. 3刊，関　一｢工業政策下｣，大正2.6.13訂正版426～9頁．傍点は宇田.

(2)関・同上書429頁.

(3)今，産業資本確立期の明治43年における統計をみるに，繊維工業にあっては，従業員の６割以上は寄宿工

　であり，生糸業の如きは従業員1,000人当り861人が寄宿工である.

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(12)
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日本資本主義における従昌労働関係の法的構造（4）（宇田）

種　　　顛 調査工場数 寄　　　宿 社　　　宅 通　　　勣 計

紡　　　績

生　　　糸

織　　　物

41

14

　5

、　　655

　　　　861

　　　　600

65

　0

14

280

139

386

1,000

1,000

1,000

1ろ

　　（備考）石原修新稿「労働術生」270頁より引用する風早八十二「日本社会政策史」74頁Ｒﾆよる.

　「綿糸紡績職工事情」，「職工事情」第１巻140～1頁.

　「職工事情」第１巻202頁．

同上書302頁．

同前轡302～3頁．

同前書202頁．

同前TIF 141頁.

　　「寝具二枚デ八二人一絡二寝テモ寒イカラ始終風ヲ引ク，独りデ寝ルモノハナイ，皆ナ寒イカラニ人又

八三人一所二寝ル．布団ニハ気が大変クツイテ居ルケレドモ寒イカラ仕方ナシ二着ル，実二気味が悪イ.」

　（明治34.2,元紡績女工と「職工事情」政府調査員との問答要領，「職工事情附録二」，「職工事情」第３

巻215頁，傍点は宇田）の如き事態は，寄宿舎の不衛生の状態を示すに充分な事例であり，生産様式の近

代化をいち早く試みた大工場制・紡績工場においてかくの如き状態とすれば，その他のマニュ，家内工業

については察するに余りあるものかあるといえよう．

労働者の寝室の畳数は，･戸田正三医博の記述によれば，「最小限」，「成年男子一人に就き，普通の構造を

有する私室にては二畳半，女子なれば二畳を要する.」とされている（風早前掲書77頁における，戸田正

三「機械設備と保誕設備との矛盾」，工場衛生資料大正10年刊，20頁の引用を借用.

　「職工事情」第１巻302～3頁．

大日本帝国議会誌第５巻794頁.

　「職工事情」･第１巻202～3頁．

同上書305頁．

明治35. 2談，「職工事情附録二」，「職工事情」第３巻285頁.

　「職工事情」第１巻140頁．

明治34. 1談，同前「附録二」，同前第３巻192～3頁，傍点は宇田．

明治35. 9談，同前「附録二」，同前第３巻300～1頁，傍点は宇田，

　「職工事情」第１巻203頁．

横山源之助「日本之下層社会」，岩波文庫版99頁，傍点は枇山．　．

横山・同上書，同上99～100頁，傍丸印は横山．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　｀

　「織物職工事情」，「職工事情」第１巻307頁．

横山・前掲書，前掲150頁.

　「職工事情」第１巻305頁.・

明治33. 9談，前掲「附録二」，「職工事情」第３巻164頁.

　「職工事情」第１巻52頁／

明治34.2,前掲「附録二」，「職工事情」第３巻212頁.

　「職工事情」第１巻202頁．

明治35.10談，前掲「附録二」，前掲第３巻314頁.

’「職工事情」第３巻35頁．

前掲「附録二」，前掲第３巻215～6頁，傍点は宇田．

明治35. 7談，前掲「附録二」，前掲第３巻297～8頁.

　「職工事情」第１巻203頁．

明治33.8,前掲「附録二」，前掲第３巻153～4頁，傍点は宇田．

明治34.8談，前掲「附録二」，前掲第３巻252頁．傍点は宇田．

明治35.10談，前掲「附録二」，前掲第３巻309頁，傍点は宇田．

明治34.8談，前掲「附録二」，前掲第３巻251頁．

大審院判決録大正４年刊, 1895頁．

明治43. 3.15刊，関　－「労働者保護法論」95～6頁．傍点は宇田（なお同氏「工業政策下」429頁にも同

様の記述がある)．

石原修，新稿「労働術生」270～1頁，風早・前掲書74頁の引用を借用．

関・前掲「保護法論」96頁．

風早・前掲書76頁，傍点は風早.

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(13)
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　　　　　　　　-　-

帥・明冶社会政策学者桑田熊蔵博士もこの存在形態を認めた（明治42.12.25刊，同博士「工場法と労働保険」

　312頁参照）.

㈲　ウェーバー「一般社会経済史論」(M. Weber : Abriss der universalen Sozial-und Wirtschaftsgeschichte)

　第２章第２節三，黒正巌他訳上巻258～9頁.

㈲　石浜知行「労働の歴史」34頁による.

㈲　この点については，なお，奴隷労働の特質ないしその法的構造を論述した，高知大学学術研究報告第６巻

　第３号，拙稿「古代奴隷所有制J Ancient Slaveholding System (近代所有権と従属労働〔その三〕，所有

　権の歴史性Ｃ）の二の註印及び三を参照されたい．

(昭和38年７月４日受理)

(14)
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